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国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

　
　
　控
除
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ
ま
す

〜
年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　大
切
に
保
管
を
〜

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ
び
住

民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
全
額
が
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
控
除
を
受
け

る
に
は
、
そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
に
納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日

ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

人
に
は
、
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」
が
11
月
上
旬
に
日
本
年

金
機
構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
年

末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証

明
書（
ま
た
は
領
収
証
書
）を
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。

　
た
だ
し
、
９
月
下
旬
か
ら
10
月
上
旬
に
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
保
険
料
を
納
付
し

た
一
部
の
人
は
、
11
月
中
旬
に
送
付
さ
れ
ま

す
。

　
ま
た
、
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の

間
に
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
人
に
は
、
来
年
の
２
月
上
旬
に
送
付

さ
れ
ま
す
。

　
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場

合
も
、
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
家
族
あ
て
に
送
ら

れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
の
う
え
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
」
に
つ
い
て
の
照
会

は
、
控
除
証
明
書
の
は
が
き
に
表
示
さ
れ
て

い
る
電
話
番
号
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

保
険
料
の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
や
一
部
免

除
の
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
保

険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ
、
将
来

受
け
る
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
納
付
猶
予
や
学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
た
ま
ま
で
あ
と
か
ら
保
険
料
を
納

め
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
期
間
に
つ
い
て

は
、
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間
に
算

入
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
、
あ
と
か
ら
保
険
料
を
納
め
る
こ

と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
承
認
を

受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年

目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
に
は
、
当
時
の
保

険
料
に
経
過
し
た
年
数
に
応
じ
て
加
算
額
が

上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
高
崎
年
金
事
務
所
へ
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
人
に
は
電
話
や
訪
問

に
よ
る
納
付
の
案
内
を
し
て
い
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

　
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
で
未
納
と
な
っ

て
い
る
人
に
対
し
て
、
日
本
年
金
機
構
が
委

託
し
た
会
社（
株
式
会
社
ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ

ト
・
東
洋
紙
業
共
同
企
業
体
）が
電
話
や
訪

問
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
の
案
内
を
し
て
い

ま
す
。
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
大
事
な
年
金
の
受
給
権
を
失
わ
な
い
た
め

に
、
保
険
料
は
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

11
月
は
「
ね
ん
き
ん
月
間
」
で
す

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
厚
生
労
働
省
と
協

力
し
て
、
毎
年
11
月
を
「
ね
ん
き
ん
月
間
」

と
位
置
づ
け
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
公
的
年
金

制
度
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

11
月
30
日
は
、
ご
自
身
の
年
金
記
録
や
年
金

受
給
見
込
額
を
確
認
し
、
高
齢
期
の
生
活
設

計
に
思
い
を
巡
ら
し
て
い
た
だ
く
「
年
金
の

日
」
で
す
。
こ
の
機
会
に
、
年
金
記
録
の
確

認
や
年
金
見
込
額
を
試
算
で
き
る
「
ね
ん
き

ん
ネ
ッ
ト
」
の
ご
利
用
を
は
じ
め
て
み
ま
せ

ん
か
。
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
の
利
用
登
録
や
ね

ん
き
ん
月
間
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
日

本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼

高
崎
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室
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令
和
３
年
第
３
回（
９
月
）

　
　
　
安
中
市
議
会
定
例
会

　
９
月
１
日
か
ら
22
日
ま
で
に
か
け
て
22
日

間
の
日
程
で
令
和
３
年
第
３
回
安
中
市
議
会

定
例
会
が
開
催
さ
れ
、
議
案
を
市
長
が
提
出

し
ま
し
た
。

○
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て

○
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て

○
安
中
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

○
安
中
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

○
安
中
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

○
安
中
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

○
安
中
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

○
安
中
市
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設

置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

○
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

○
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

○
令
和
２
年
度
安
中
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出

決
算
認
定
に
つ
い
て

○
令
和
２
年
度
安
中
市
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

○
令
和
２
年
度
安
中
市
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

○
令
和
２
年
度
安
中
市
介
護
保
険
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

○
令
和
２
年
度
安
中
市
水
道
事
業
会
計
剰
余

金
処
分
及
び
決
算
認
定
に
つ
い
て

○
令
和
２
年
度
安
中
市
下
水
道
事
業
会
計
決

算
認
定
に
つ
い
て

○
令
和
２
年
度
安
中
市
病
院
事
業
会
計
決
算

認
定
に
つ
い
て

○
令
和
２
年
度
安
中
市
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て

○
令
和
３
年
度
安
中
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

○
令
和
３
年
度
安
中
市
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
１
号
）

○
令
和
３
年
度
安
中
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号
）

県
営
住
宅
11
月
定
期
募
集
の

ご
案
内

入
居
資
格
▼
現
在
住
宅
に
困
っ
て
い
る
人

（
連
帯
保
証
人
不
要
、
単
身
で
の
申
込
み
可
）

※
そ
の
他
、
収
入
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す

※
詳
し
く
は
募
集
案
内
ま
た
は

県
住
宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

所
在
地
・
間
取
り
・
募
集
戸
数
・
家
賃
▼

募
集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い

入
居
可
能
日
▼
当
選
後
、
入
居
資
格
審
査
の

結
果
、
承
認
さ
れ
次
第
個
別
に
案
内

申
込
期
間
▼
11
月
１
日（
月
）〜
15
日（
月
）

申
込
方
法
▼
所
定
の
申
込
用
紙

申
込
用
紙
・
募
集
案
内
配
布
場
所
▼

県
住
宅
供
給
公
社（
前
橋
市
紅
雲
町
）、
県
民

セ
ン
タ
ー（
群
馬
県
庁
２
階
）、
県
土
木
事
務

所
、
県
保
健
福
祉
事
務
所
、
□本 

・
□松 

な
ど

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

※
県
住
宅
供
給
公
社
で
は
、
土
曜
日
も
配
布

し
ま
す

そ
の
他
▼

入
居
者
は
公
開
抽
選
で
選
定
し
ま
す

※
市
内
の
住
宅（
原
市
第
一
・
第
二
団
地
、

下
磯
部
団
地
、
二
軒
在
家
団
地
）に
つ
い
て

は
、
申
込
み
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

空
き
状
況
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

問
合
せ
▼

県
住
宅
供
給
公
社（
住
宅
政
策
課
）
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　「広報あんなか」に子ど
もの写真とコメントを掲載
してみませんか。詳しい内
容は、市ホームページをご
覧ください。

あんなか
スマイルキッズ！

2021年11月1日号安中市役所　☎027－382－1111

白石　鈴果 ちゃん
しらいし りんか

い
つ
も
笑
顔
で
元
気
い
っ
ぱ
い

こ
れ
か
ら
も
楽
し
く
過
ご
そ
う
ね 吉田　六花 ちゃん

よしだ りっか

い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
、
食
い
し
ん
坊
。

そ
の
笑
顔
に
癒
や
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
存
知
で
す
か
？

11
月
30
日（
い
い
看
取
り
・
い
い
看

取
ら
れ
）は
「
人
生
会
議
の
日
」

　
人
は
誰
も
が
命
に
関
わ
る
大
き
な
病
気
や

怪
我
を
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
命
の
危
機
が
迫
っ
た
状
態
に
な
る
と
、
約

７
割
の
人
は
医
療
や
ケ
ア
な
ど
を
自
分
で
決

め
た
り
、
望
み
を
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
時
に
備
え
、
自
分
が
大
切
に

し
た
い
こ
と
や
希
望
す
る
医
療
・
ケ
ア
の
内

容
、
最
期
を
迎
え
る
場
所
な
ど
に
つ
い
て
自

分
自
身
で
考
え
、
周
囲
の
信
頼
で
き
る
人
た

ち
と
話
し
合
い
、
共
有
し
て
お
く
こ
と
を

「
人
生
会
議
」（
Ａ
Ｃ
Ｐ
：
ア
ド
バ
ン
ス
・

ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
）と
い
い
ま
す
。

・
楽
し
み
や
喜
び
を
持
ち
た
い

・
大
切
な
人
と
十
分
な
時
間
を
過
ご
し
た
い

・
落
ち
着
い
た
環
境
で
最
期
を
迎
え
た
い

・
人
と
し
て
大
切
に
さ
れ
た
い

・
痛
み
や
苦
し
み
は
少
な
い
ほ
う
が
よ
い

・
納
得
い
く
ま
で
十
分
な
治
療
を
受
け
た
い

な
ど
、
自
分
の
希
望
や
思
い
を
大
切
な
人
と

話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
人
生
会
議
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た
い
人

は
、
県
動
画
情
報
配
信
サ
イ
ト

『tsulunos

』
を
視
聴
し
て

く
だ
さ
い（
全
８
回
）。

問
合
せ
▼

□谷 

在
宅
医
療
相
談
室
あ
ん
な
か
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